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『土地所有者情報調査マニュアル』

『不明裁決申請に係る権利者調査のガイドライ

ン』

その他の土地所有者不明に対処するためのマ

ニュアル・ガイドライン

土地所有者不明の問題に対処するためのマ

ニュアル・ガイドラインを独自に作成している

土地所有者不明に対処するためのマニュア

ル・ガイドラインを利用していない
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『土地所有者情報調査マニュアル』

『不明裁決申請に係る権利者調査のガイドラ

イン』

その他の土地所有者不明に対処するための

マニュアル・ガイドライン

土地所有者不明の問題に対処するためのマ

ニュアル・ガイドラインを独自に作成している

土地所有者不明に対処するためのマニュア

ル・ガイドラインを利用していない

無回答
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土地所有者探索の手順や留意点

探索結果に応じて解決方法を検討する場合の視点や留意点

国（地方支分部局等を含む）、他の地方公共団体等との連絡、連携

探索、解決に当たっての専門家への相談方法や相談内容

多様なケースに応じた探索、解決の多くの具体的事例

時効取得による権利変動が登記上反映されていない土地の解決方法

遺産分割等の相続に伴う手続が一代又は数代にわたりされていないと

認められる土地の解決方法

記名共有地、共有惣代地、字持地の解決方法

認可地縁団体が所有しているにも関わらず自然人を登記名義人又は表

題部所有者とする登記がされている場合の解決方法

町内会又は部落会が登記名義人又は表題部所有者として記録されてい

る土地の解決方法

未登記の土地の解決方法

不在者財産管理制度、相続財産管理制度の活用方法

認可地縁団体が所有する土地に関する登記手続の活用方法

登記申請、訴訟の手続（登記原因、訴訟の提起原因など）

その他

ガイドラインに対する要望等
・「土地所有者探索の手順や留意点」、「探索結果に応じて解決方法を検討する場合の視点や留意点」、「多様な
ケースに応じた探索、解決の多くの具体事例」、「相続登記が行われていない土地の解決方法」に対し、期待が
大きい（どの主体も同様の傾向）。
・一方で、既存のマニュアルが活用されていないという実態もある。

資料９

【対策案】 要望に応じたガイドラインの作成とともに、ガイドラインの周知や活用に対するフォローアップを実施

ガイドライン作成について、特に重点を置いたらよいと考えるもの
〔複数回答〕（都道府県用地担当部局の場合/n=42）

土地所有者不明に対処するためのマニュアルのうち、
利用しているマニュアル・ガイドライン 〔複数回答〕

【都道府県（n=42)】

【市区町村（n=1212)】

注）平成27年度地域活性化に資する所有者不明の土地の活用に関する調査（10月30日時点回収分速報値）
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土地所有者探索の手順や留意点

探索結果に応じて解決方法を検討する場合の視点や留意点

国（地方支分部局等を含む）、他の地方公共団体等との連絡、連携

探索、解決に当たっての専門家への相談方法や相談内容

多様なケースに応じた探索、解決の多くの具体的事例

時効取得による権利変動が登記上反映されていない土地の解決方法

遺産分割等の相続に伴う手続が一代又は数代にわたりされていないと

認められる土地の解決方法

記名共有地、共有惣代地、字持地の解決方法

認可地縁団体が所有しているにも関わらず自然人を登記名義人又は表

題部所有者とする登記がされている場合の解決方法

町内会又は部落会が登記名義人又は表題部所有者として記録されてい

る土地の解決方法

未登記の土地の解決方法

不在者財産管理制度、相続財産管理制度の活用方法

認可地縁団体が所有する土地に関する登記手続の活用方法

登記申請、訴訟の手続（登記原因、訴訟の提起原因など）

その他

ガイドラインに対する要望等
・ また、「相続登記が行われていない土地」以外にも、「時効取得による権利変動が登記上反映されていない土
地」、「記名共有地、共有惣代地、字持地」、「認可地縁団体が所有しているにもかかわらず自然人を登記名義人
又は表題部所有者とする登記がされている場合」、「町内会又は部落会が登記名義人又は表題部所有者とする
登記がされている場合」、「未登記の土地」などの解決方法についても、一定の期待があった。

ガイドライン作成について、特に重点を置いたらよいと考えるもの
〔複数回答〕（都道府県用地担当部局の場合/n=42）【再掲】

注）平成27年度地域活性化に資する所有者不明の土地の活用に関する調査（10月30日時点回収分速報値）

【対策案】

① 「時効取得による権利変動が登記上反映

されていない土地」、「記名共有地、共有惣

代地、字持地」などの問題となる土地の種

別毎に、地方整備局等を通じて事例の収集

を行い、所有者の探索や制度活用等の解

決の方法について、ガイドラインに掲載

②「認可地縁団体が所有しているにもかかわ

らず自然人を登記名義人又は表題部所有

者とする登記がされている場合」について

は、平成26年地方自治法改正による認可

地縁団体の登記の特例の活用を促進


